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令和３年度第３回品川区地域公共交通会議 

令和３年１２月２７日 

鈴木課長  それでは定刻になりましたので、年末の本当にぎりぎりのところ、本

年２月の開催以来となりますが、本会議に御出席賜りまして誠にありが

とうございます。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症拡大対策といたしまして、委員の

皆様の席の間隔を空けるなど行い、開催させていただいております。御

理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。また、会の時間も長時

間にならないよう努めてまいりますので、御協力のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 開会に先立ちまして、前回の会議以降に人事異動等により委員の変更

がありましたので、御紹介させていただきます。 

 まずは、一般社団法人東京バス協会乗合業務部長、米澤委員でござい

ます。 

米澤委員  米澤でございます。よろしくお願いします。 

鈴木課長  どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、大崎第二地区町会・自治会連合会会長、石本委員でござ

います。 

石本委員  石本でございます。よろしくお願いいたします。 

鈴木課長  よろしくお願いいたします。 

 続きまして、品川区高齢者クラブ連合会副会長、加藤委員でございま

す。 

加藤委員  加藤でございます。よろしくお願いします。 

鈴木課長  よろしくお願いいたします。 

 続きまして、品川区障害者七団体協議会会長、庄田委員でございます。

庄田委員  庄田でございます。よろしくお願いします。 

鈴木課長  よろしくお願いいたします。 

 続きまして、国土交通省関東運輸局東京運輸支局首席運輸企画専門官、

小泉委員。本日はその代理出席、運輸企画専門官、藤本様でございます。

小 泉 委 員

(代理藤本氏)

 小泉の代理で参りました藤本と申します。よろしくお願いいたします。

鈴木課長  よろしくお願いいたします。 

 続きまして、警視庁交通部交通規制課課長代理、御手洗委員でござい

ます。 
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御手洗委員  御手洗です。よろしくお願いします。 

鈴木課長  よろしくお願いいたします。 

 続きまして、警視庁大崎警察署交通課課長、小島委員でございます。

小島委員  小島です。よろしくお願いいたします。 

鈴木課長  よろしくお願いいたします。 

 続きまして、国土交通省関東地方整備局東京国道事務所交通対策課長、

大野委員でございますが、まだお見えでございませんで、後ほど御紹介

させていただきます。 

 また、本日２名の方が所用のため御欠席となってございます。品川第

一地区町会・自治会連合会会長の金子委員と、品川区商店街連合会会長

の島委員でございます。 

 以上でございます。 

 本日の御出席者の御紹介につきましては、机上に配付しております委

員名簿並びに座席表に代えさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 机上に配付させていただいておりますのが本日の次第、座席表、委員

名簿になります。次に、事前に送付させていただきましたものにつきま

して、右上に資料１と書かれたＡ３ホチキスとじの「コミュニティバス

導入に向けた検討状況について」、次に右上に資料２と書かれたＡ３ホチ

キスとじの「試行運行路線の運行計画（案）について」、右上に資料３と

書かれたＡ４一枚の「コミュニティバスの愛称募集と今後の予定につい

て」、こちらの３点でございます。以上となりますが、不足等はございま

せんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、これより会の進行は寺田会長にお願いしたいと思います。

会長よろしくお願いいたします。 

寺田会長  それでは、ただいまから第３回品川区地域公共交通会議を開催いたし

ます。 

 寺田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、年末、何か例年よりもお忙しいという方もいらっしゃるかと

思いますけれども、お集まりいただきましてありがとうございます。で

は座って進行させていただきます。 

 はじめに、傍聴の関係でございますけれども、本日は傍聴を希望され

る方がいらっしゃいませんでした。 
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 それでは、始めさせていただきます。 

 まず、１つ目の議題、コミュニティバス導入に向けた検討状況につい

て、事務局から御説明をお願いいたします。 

鈴木課長  はい。申し遅れましたが、私、都市計画課長の鈴木でございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

 説明の方は座ってさせていただきます。 

 それでは、Ａ３横資料１、右上資料１の資料でございます。おめくり

いただきまして、１ページ目でございます。 

 前回の開催からしばらく間が空いておりましたので、まず資料１ペー

ジ目では、これまでの検討経緯についてまとめさせていただいておりま

す。令和元年から検討をスタートしてございますが、令和元年度は３回

の地域交通検討会を開催してございます。第１回の地域交通検討会では、

ビッグデータやアンケートの結果、そうした様々なものを御報告させて

いただきながら、その分析結果についても御報告してございます。第２

回の地域交通検討会では、地域公共交通基本方針の骨子案あるいはコミ

ュニティバスの導入計画の骨子案の方も御報告させていただいてござい

ます。 

 それから、令和２年３月の第３回地域交通検討会では、コミュニティ

バス導入効果の高い３地域、これは１１の指標に基づいて、区内１３地

域を点数化し、評価してございます。その中で、導入効果が高かったと

する資料右側の赤い３地区になりますが、こちら、大崎・大井・荏原そ

れぞれに、候補ルート案を設定したというところで、報告してございま

す。 

 それから、令和２年度に入りまして、９月の第１回地域公共交通会議、

こちらから会の方は法定会議に移行してございますが、こちらでは基本

方針並びにパブリックコメントの結果についての御報告をさせていただ

いてございます。 

 それから令和２年、先ほどの３ルート候補案について、区内１３地域

でワークショップ、意見交換会を行いまして、この候補ルート案３案の

修正等も行ってございます。 

 それから今年の２月、前回の会議になりますが、第２回地域公共交通

会議において、その候補ルート案３案のうち、大井ルートについて、試

行運行に進める形で協議を進めていきたいといった報告をさせていただ

いてございます。 
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 それ以降、今回の本会議の開催ということでございますが、その間、

資料の下の方にございますが、３月から６月に運行事業者の選定で、プ

ロポーザルを実施してございます。運行事業者、資料に記載のとおり、

東急バス株式会社さんに決定してございます。その中で、本日の会議と

なったというところでございます。 

 続きまして、資料をおめくりいただきまして、２ページ目以降でござ

いますが、前回の会議で御報告した試行運行を進めるとした大井ルート

案について、安全・安心な運行の観点から、関係機関等との協議をこれ

まで行ってまいりました。協議の中で指摘のあった課題について、簡単

ではございますが、御報告をさせていただきます。 

 指摘のあった課題というところで、真ん中に点線囲みさせていただい

ております。下の写真右側を見ていただくと、その１という写真がござ

います。西大井本通りでございますが、車道の幅、写真にもありますが、

この白線間の内側、この白線間がバスの幅の２倍以上であることという

ところで、これ、裏を返すと２倍以上ないところがあるというところで、

安全・安心な運行についての御指摘があったというところでございます。

 それから、その２のところでございますが、左下の写真の方にその２

の①②、真ん中の下の方に③とございますが、右左折時と書いておりま

すが、特に左折時になりますが、どうしてもミラーを含む車体が白線、

路側帯に侵入しないことというところで、この①②③、特に③のあたり

は非常に曲がるところが厳しいと。バス自体は曲がれなくはないんです

が、やはりそうした路側帯に侵入してしまうような形で曲がることにな

ってしまうという指摘をいただいてございます。 

 それからその３でございますが、地図の右側の方に写真がございます

が、大井水神公園のところの横の一方通行の道路でございますが、ここ

は車道幅員としては十分あるんですが、そこに工事車両等が止まってい

た場合に、どうしても通過できない場合があるというところでの指摘も

いただいてございます。 

 その４としまして、大森駅の北口のエスカレーター横の横断歩道、こ

こ朝の通勤時間帯は駅に向かう方、あるいは駅から下りてこられる方の

横断が非常に多いというところでの歩行者との交差というところの指

摘、それから、その４が左上の写真でございますが、原踏切、ちょうど

踏切を越えるところにルートを設定してございましたが、朝の電車の本

数が増える時間帯での踏切道、車道の狭隘ですとか歩行者・自転車の通
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行、これについての御指摘もいただいているというところでございます。

 それから全体として、一部通学路のところもございまして、そうした

ところの登下校時の安全対策についての指摘もいただいているというと

ころでございます。 

 資料おめくりいただきまして、３ページでございますが、いろいろ御

指摘をいただきまして、協議をする中で、区としましてもその対応策に

ついてお示ししながら協議を進めさせていただいております。 

 まずはじめに、南大井区間における課題への対応というところでござ

いますが、この左側の①、水神公園脇の一方通行、こちらの部分でござ

いますが、やはり工事車両等が停車している場合、通過ができないとい

うところの対応策としまして、車道部分を公園側に拡幅するという方法

があろうかと思います。こちら、物理的には可能であるというところで

ございますが、街路樹の伐採ですとか公園と一体に整備される歩道の幅

員を狭めることとなると。また、この水神公園のここのルートについて

は、非常に延長距離が長くなるというところで、これを全面的に拡幅す

るということになりますと、財政面の負担も大きいというところで、対

応策としてはルートの変更により対応をしていきたいというところでご

ざいます。 

 それから②の大森駅北口エスカレーター横の横断歩道につきまして

も、歩行者が途切れるまで待つため、定時運行に支障を来す恐れが大き

いというところ。こちらについても誘導員の配置も考えられますが、や

はりこうしたところの財政面の負担が大きいというところで、ルートの

変更により対応していきたいというところでございます。 

 資料右側の図を見ていただきますと、緑の路線が既存の民間、京急バ

スさんのバス路線になりますが、緑で示させていただいております。も

ともとこの京急バスさんのバス路線との重複を避ける意味で、できるだ

け水神公園側にというところでルートを設定してございましたが、協議

の中でいろいろ指摘をいただく中で、このルートの変更案が赤のルート

になりますが、こうした形で水神公園の横をルートを変える、あるいは

エスカレーター前の横断歩道のところも避ける形で、赤のルート変更に

より対応していきたいというところでございます。 

 この一番左下の黄色囲みのところでございますが、変更ルート案の設

定に当たってと書かせていただいておりますが、こちらの京急バスさん

との競合に配慮をして、既存のバス路線と重複する区間、こちらについ
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ては、コミュニティバスのバス停を設置しないと。赤のルートで今、案

としてバス停を考えているのが、この黄色のところでございます。大森

駅北口とさくら会前、位置的にはこの中間のあたりにもう１か所バス停

が欲しいところでございますが、やはり京急バスさんとの競合を避ける

というところで、この区間はバス停を設置しないというところで、対応

をしてございます。 

 資料おめくりいただきまして、駆け足で申し訳ございませんが４ペー

ジでございます。 

 今度は西大井循環区間、こちらの三角形の部分でぐるっとこう回る区

間の対応策でございますが、①の踏切につきましては、当然ながら踏切

の拡幅というのはなかなか困難というところと、遮断機が長時間下りて

いた場合、定時運行に支障を来す恐れがあると。 

 それから左折、どうしても内側を回るルート、ミラーを含む車体が白

線に侵入しないためには、路側帯の幅員を狭めることということになり

ますが、これもなかなか安全面を考えると難しいということで、こちら

の踏切、それから左折３か所の対応策としましては、進行方向をこの図

の方にもありますが、当初青で考えていたところを逆回り、左回りから

右回りに変更するとともに、ルートの一部を変更することにより対応し

たいというところで、結果、踏切部分を通らずに、最後、ＪＲとの交差

についてはガード下をくぐる形で西大井駅に戻るという形。 

 それから左折で３か所回っていたところを、今度は逆回りで、右回り

にすることによって、外側からぐるっと回る形で、この白線を踏むとこ

ろを対応していきたいというところで、協議の方を進めてまいりました。

 それから③番、西大井本通りにつきましては、基本的には車道幅員、

この白線の内側、内側が４メートル程度というところで、どうしてもコ

ミュニティバスを走らせようとすると、中央線を部分的にまたいで走行

することになるというところがございます。 

 それから現状では、この路側帯、外側の歩行空間、白線の内側の残っ

た区間についても非常に狭いところがあって、安全上の観点から、白線、

外側の線を引き直すというところでの車道幅員の確保というのがなかな

か難しいというところがございます。 

 それから通学路の部分については、全体として歩道が狭い区間では、

ガードパイプでの設置というところですが、ガードパイプを設置してし

まいますと、例えば車椅子の通行に支障とか、そもそも歩行者の通行に
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支障が出るというところの対応が出てくるというところで、こちらの方

は引き続き対策を検討し、関係機関と協議を行っていきたいというとこ

ろでございます。 

 ５ページ目になりますが、今御説明した内容のまとめを簡単に書かせ

ていただいておりますが、資料的には関係機関との協議が整った西大井

駅から大森駅区間、この赤の実線ルートになりますが、こちらについて

おおむね協議も整ってまいりましたので、令和４年３月、来年３月末の

試行運行開始を目指して手続きを進めてまいりたいというところでござ

います。 

 それから青の点線ルート、西大井循環区間については、対応策がまと

まったところもございますが、西大井本通りの部分ですとか通学路への

安全対策ですとか、そうしたところについては、関係機関との調整・検

討を引き続き行っていきたいというところでございます。 

 簡単ですが、これまでの検討状況についての説明は以上でございます。

寺田会長  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問・御意見ございま

したらお願いいたします。 

 新任の委員の方もいらっしゃいますので、何でもお聞きいただければ

と思います。いかがでしょうか。 

 副会長、何か御意見ございますか。 

寺内副会長  すいません。寺内でございます。御説明ありがとうございます。 

 大変御苦労をされていらっしゃる様子が、今の説明を伺ってよく分か

ります。 

 そうですね。なかなかやはり警察との協議あるいは京急バスさんとの

協議とか、いろいろ大変なことがあったかと思います。ちなみに、この

京急バスさんのバス停と、やはり重複をしてほしくないというのは、京

急バスさん側からの御指摘ということでしょうか。 

鈴木課長  全体的な考え方、当初の検討するに当たってのスタートの基本的な考

え方として、国の方でも、既存の民間のバス路線との競合というか、そ

うしたところはしっかり避けるようにというところがございましたの

で、その基本的な考え方で区の方から協議も進めてきたところです。 

寺内副会長  ありがとうございます。 

 基本的にはそういうような考え方でよろしいかと思うんですけれど、

この路線に関していうと、大森駅のバスターミナルの中に入れない状況
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になっていますし、また目的地も恐らく別方向というようなことですか

ら、ここの重複する区間の京急バスさんの本数がそんなに多いわけでは

ないこともあり、乗り継ぎということはなかなか難しいところかとは思

います。 

 ただ、もしかすると、うまく乗り継いで、両方とも使ってもらえると

いうような可能性もあるのかなというようなことをちょっと思いまし

た。また、このバスターミナル、大森のやっぱり駅に近いところまでバ

スが入れるということが、恐らく本当は利用される方の利便になると思

いますし、また入れないということであればどうするのかというような

ところで、今回、安全上の御検討をいただいていますけれども、今後こ

ういうような形でバスの路線を検討されるのであれば、その辺りも少し

確認していかなければいけないポイントかなと思いましたので、質問さ

せていただきました。 

鈴木課長  ありがとうございます。 

 今回は非常に安全・安心の観点から協議を進めてきて、ルートの協議

を進めてまいりましたが、試行運行開始後、アンケート等も考えており

ますし、利用される方々、利用実態が本格的に動き出すわけでございま

すので、利用者の方の声も聞きながら、利便性の観点からも、試行運行

の期間の中で、しっかり検証もしていきたいというところでございます。

寺田会長  よろしいでしょうか。 

寺内副会長  では、もう１点だけすいません。 

 今回、左折が難しいというところの説明をされたり、また車道の幅員

も足りないというような話もありまして、どうしてもこの西大井循環区

間ですか。ここのところが難しいというようなお話でございましたけれ

ども、例えばこういったようなところで、ある程度土木的な工事といい

ますか、道路側を広げたりとかあるいは線を引き直したりとかいうよう

なことの御検討というのがもしあったら、教えていただければと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

鈴木課長  はい。やはり、安全・安心の観点から、狭いところについての通行に

ついて、いろいろ御指摘をいただいているところです。 

 １つは、狭ければ広げるという考え方が一つあると思うんですが、そ

の路側帯を引き直して、道路全体の幅は変えずに路側帯側に車道を広げ

て、そうすると外側の歩行者空間というのが狭まってくるというところ

です。十分路側帯の幅があれば、その線を引き直すという形で対応とい
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うことなんですが、西大井、本当になかなか路側帯の幅も狭いというこ

とで、これはこれからちょっと協議というか、しっかり検討していかな

きゃいけないことなんですが、やはり民地側の状況も確認をさせていた

だいて、民地側に場合によっては御協力をいただくような検討・働きか

けを、この継続検討の中ではしっかりしていかなきゃいけないと認識し

ているところでございます。 

寺内副会長  ありがとうございました。 

 そうすると、もしかすると、車両側の方を今度は変更されるとかいう

ような、要するに検討されている車両ではない車両、もう少し違う形、

あるいはいろいろな手段があると思いますので、そういったようなとこ

ろを今後継続して御検討されるということでよろしいですか。 

鈴木課長  やはり、なかなか道路の幅というのは、簡単に変えられるものではな

いので、考えられるのは、副会長御指摘いただいた車両の幅を今度は小

さいものにしていくということなんですが、こういうバスの車両をいろ

いろ調べたところ、やはり日野自動車のポンチョしかなく、この幅とい

うか、もっと車両を小さくして、普通のハイエースですとか乗用車とい

いますか、そうしたものになりますと、もともとコミュニティバス自体

がそんなに多くの方が乗れるわけではありませんが、このハイエースと

いう形になりますと、半分以下にその乗車定員がなるということで、効

率性も非常に落ちるということです。 

 まずは、区としましては、この日野のポンチョで、この循環ルートを

何とか走行できる工夫がないか、先ほどお話した民地側、沿線全部に御

協力をいただくというのは、現実的には難しい話なので、部分的に待避

所的なところで何か御協力いただいて、それで関係機関といろいろ協議

が進められるところがないかというのは、今後やっていきたいというと

ころでございます。 

寺内副会長  ありがとうございます。 

寺田会長  よろしいでしょうか。 

 さっき言われたその停留所の調整というのは、都や国の御意向という

ことは表向きはないと思うのですけれども、ただ、東京都の補助制度の

中だとルートが半分重なっているとかそういう問題はあるのかなと思う

んです。 

鈴木課長  はい。 

寺田会長  よろしいでしょうか。地域の事情をよく分かっている方もたくさんい
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らっしゃると思います。細かいことというか、この場所はこうという御

意見も大事だと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 では、私自身の感想を幾つか。現在進行形でも２３区内で違う別の場

所でもちょっとお手伝いさせていただいているコミュニティバスがある

んですけれども、幾つか経験させていただいた立場、ちょっと何をリス

クと考えるかという問題はあって、品川区として住宅地内の狭隘道路の

車の走行環境とか、あるいは今歩いている方のことを重んじるというの

は、それはそれで構わないんですけれども、ただ、全体として、例えば

歩いている方が危なくても、バスに乗ることでリスクが減ることもある

でしょうし、何となく全体的なリスクの相場からすると、ちょっと厳し

めというか、少し相場から外れた感じの議論になっているかなという印

象は否めないのかなと。 

 それでは、先へ進めさせていただいてよろしいでしょうか。また戻っ

ていただいて質問していただいても構いませんので。 

 それでは、２番ですね。試行運行路線の運行計画（案）について、協

議事項ということでございますけれども、御説明お願いいたします。 

鈴木課長  はい。それでは引き続き、資料２の方を説明させていただきます。 

 先ほど資料１は、次第にも書かせていただきましたが、報告事項とい

うことで、それで資料２の中身はこれから年明けになりますが、事業認

可に向けていろいろ手続きを進めるに当たっての今回の協議事項とさせ

ていただいた内容でございます。 

 資料をおめくりいただきまして１ページ目でございますが、こちらが

運行計画（案）になってございますが、全体的な運行計画の中身でござ

います。 

 まず、（１）運行ルート・バス停留所につきましては、①起点、②終点、

主経由地、営業キロを書かせていただいておりますが、先ほど御説明し

た西大井駅と大森駅を往復するルートをまず運行ルートとしたいという

ところでございます。営業キロ等については、記載のとおりでございま

す。 

 それから（２）運行計画、運行の中身でございますが、①運行時間は

朝７時から最後、夜９時までというところで、西大井駅発、大森駅北口

発、それぞれ始発、終発の時間を記載してございます。それから所要時

間は往路・復路ともに２０分というところでございます。 

 それから運行間隔でございますが、これまで当会議において、基本的
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には２０分間隔で進めたいというところで御説明してまいりましたが、

実は協議に非常に時間を要したというところでございまして、まだバス

の発注を行ってございません。基本的にバスを発注してから納車まで半

年ちょっとかかるということを聞いておるんですが、そうしますと、来

年の３月末試行開始は間に合わないというところでございます。その点

運行事業者に決定させていただきました東急バスさんといろいろ協議を

進めさせていただきまして、まず東急バスさんの方で所有されるバスを、

コミュニティバス、この大きさのバスを３台まず御用意いただいて、そ

れをお借りする形で試行運行に合わせていきたいというところでござい

ます。もともと２０分間隔でいきますと、予備も含めて４台必要になり

ます。それが今３台ということでございますので、実際は２台で回すこ

とになるんですが、そうしますと３０分間隔でないと難しいというかで

きないというところでございます。資料の中に８月以降２０分間隔に変

更予定と書かせていただいておりますが、これからバスを発注して納車

が整う８月以降に２０分間隔で進めていきたいと。ただ、当初は３０分

間隔というところでございます。 

 運行回数については記載のとおり、平日・土日・休日も運行を行うと

いうところでございます。また、地域のお祭りですとかそうした催事の

際は、適宜運休する予定でございます。 

 それから運行開始の予定日ですが、令和４年、来年の３月２８日を目

指していきたいというところでございます。 

 それからバス停につきましては、既存の赤と黄色のところになるんで

すが、滝王子通りのところにつきましては、現在東急バスさんのバス路

線がございますので、そのバス停を併用するという形でございます。 

 それから黄色が新たに設けるバス停というところでございます。池上

通りから入って品川歴史館のところを曲がって、さくら会館のところに

出るんですが、このところ、線路のガード下をくぐるところについても、

距離的にはバス停１か所欲しいところではあるんですが、ここも非常に

道幅が狭くて、坂道になってございまして、ここでのバス停の設置とい

うのはちょっと断念をしたというところでございます。 

 資料をおめくりいただきまして２ページ目でございますが、続きまし

て運行計画の運賃でございます。運賃につきましては、基本的には一般

路線、民間のバスと同等の運賃・割引制度を設定していきたいというと

ころでございます。それから東急バス路線との乗り継ぎが可能な一日乗
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車券の利用や、コミュニティバス専用回数券を設定していきたいという

ところでございます。 

 普通運賃につきましては、１乗車大人が２２０円、小児、小学生以下

が１１０円というところでございます。これはどちらも税込となります。

支払方法は現金またはＩＣカードでの支払いが可能というところでござ

います。 

 割引制度、先ほど御説明した一般路線バスと同等に設定しています。

障害者の方は普通運賃の半額。②としまして幼児、１歳以上６歳未満、

こちらにつきましては記載のとおり無料または小児運賃で乗っていただ

く。③乳児については無料。それから④高齢者、東京都のシルバーパス

所有者、基本的には提示により無料ということなんですが、これは東京

都のシルバーパスの枠組みの中には、区が関わるコミュニティバスとい

うのは対象になりません。その枠組みの外で、対象者はシルバーパス提

示者というところで、利用者からするとシルバーパス、ほかの民間と同

様に無料というところでございます。 

 それから路線バスとの乗り継ぎでは、先ほど御説明した東急バスさん

の一日乗車券が利用可能というところでございます。 

 回数券については、コミュニティバス専用の回数券を紙で設定を考え

てございます。①から④というところでございます。 

 続きまして３ページ目を御覧いただけますでしょうか。 

 ３ページ目、車両とバス停留所標識（案）についてというところでご

ざいますが、車種については先ほどから御説明しております日野自動車、

ポンチョ、ショートタイプというところでございます。台数は当初は３

台、うち予備車両１台と。８月以降は４台に変更予定というところでご

ざいます。 

 仕様、サイズ、乗車定員、主な特徴は記載のとおりでございます。 

 それから感染症対策としまして、暫定といいますか、３台、東急バス

さんに御用意いただくバスについても、それからあと新規で購入するバ

スについても、運転席にはアクリル製仕切りを設置し、車内換気扇の増

設を行っていくというところでございます。 

 それからデザイン、今後愛称の募集を行っていきますが、それに合わ

せたデザインなどの外装のラッピングも予定してございます。これは３

月末の東急バスさんをお借りして行う場合のバスラッピングと、それか

ら８月以降の購入をして４台で回していくバスラッピングについては、
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今のところちょっと違う形を考えてございますが、そうしたラッピング

も考えていくというところでございます。 

 それから広告については、運行事業者さんの方で募集をしていただい

て、車内に掲示予定しております。 

 車内案内については、記載の１か国語放送、日本語で放送で、２か国

語のモニター表示というところでございます。 

 運行情報については、東急バスさんのバスナビシステムの方に搭載を

考えているというところでございます。 

 それからバス停留所の標識については、重しを置いた置き式ではなく

て、地中に埋め込むタイプ、仕様・デザインとも記載のとおりの案で今、

考えているというところでございます。 

 それから最後でございますが、最後の４ページ目は協議事項というよ

りもちょっと参考でつけさせていただいております。これまでも試行運

行期間、それから試行運行から本格導入に移行する場合の判断基準とい

うのを御説明させていただきましたが、右側の中段に緑色で書かせてい

ただいておりますが、試行期間は令和４年３月から令和７年度までとな

っています。３年目の６年度の運行実績に基づいて、本格導入なのかあ

るいは見直しをしていくのか、廃止も含む形になりますが、そうした判

断をしていくこととなります。そのときの判断基準が、収支率５０％と

いうところで考えていきたいというところでございます。上段の黄色を

見ていただくと、年間運行経費、これ東急バスさんに試算いただいたん

ですが、記載の約５,１００万円程度というところで、本格導入に必要な

乗客数の目安ということでございますが、１日当たり３５０人、これを

片道１便当たりに換算しますと６.２５人というところでございます。 

 ①の上段には、運行経費の試算を書かせていただいておりますが、②

の方には本格導入に必要な乗客数の目安というところで、毎年試行しな

がら、見直しや利便性の向上に向けた中身をいろいろ試しながら、こち

らの５０％以上を目指していきたいというところでございます。 

 最後に利用促進に向けてと書かせていただいておりますが、ＰＲ活動

あるいは沿線住民、あるいは利用者からなる、仮称になりますが利用者

連絡会、これは運行開始後になりますが、こうした会も立ち上げていろ

いろＰＲ、検討をしていきたいと。それからアンケート調査によるニー

ズの把握、運行計画の検証・改善を運行開始後も行っていきたいという

ところでございます。 
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 資料２の説明は以上でございます。 

寺田会長  ありがとうございます。それでは、ただいまの御説明につきまして、

あるいは資料１に戻っていただいても構わないかと思いますけれども、

御質問・御意見がありましたらお願いいたします。 

加藤委員  よろしいですか。私、今回初めてここに参加させていただいたんです

けれども、今までのこの説明の中で、資料１の１ページ、第２回の検討

会で、大崎・大井・荏原の３地域がということで出たんですが、それで、

この３地域の中で一番最初は大井地区から始まったということでよろし

いですか。 

鈴木課長  資料１の１ページ目を御覧いただいて、資料右側のちょっと非常に図

が小さいんですが、第３回地域交通検討会でこの候補ルート３案につい

てお示しをして、ワークショップを１３地域で行って、一番下の図、ち

ょっと線が非常に見づらいんですけれども、この青の実線がそれぞれの

大崎ルート・荏原ルート・大井ルートで、ワークショップを反映した形

の候補ルート案がその下というところなんですが、それでいろいろ庁内

でも議論を重ねて、この３案のうち導入効果の点数が一番高かった大井

ルートからまずは先行して試行を開始しましょうということで、前回の

こちらの会議もお諮りして、これまで協議を進めてきました。 

 これは裏を返すと、じゃあ大崎ルートと荏原ルートはもうやらないの

かということではなくて、まずは大井ルートから行って、その検証・試

行の状況等々を見ながら、そのときのいろんな情勢も踏まえなきゃいけ

ないことになりますが、大崎ルート・荏原ルートについては、それ以降

適宜適切に判断をしていきたいというところでございます。 

加藤委員  ありがとうございました。 

寺田会長  加藤委員、よろしゅうございますか。ほかはございますでしょうか。

お願いいたします。 

米澤委員  東京バス協会、米澤でございます。 

 すいません。これまでの議論の内容が分からず、ちょっと聞きたいん

ですけれども。資料１の１ページ目に書いてありますけれども、これま

での第２回の地域交通検討会の中で、各地域の１１の指標で点数化した

とありますけれども、この新たなバス路線の利用意向というところが多

分、点数化されていたと思うんです。これはバスの利用料金が高ければ

多分下がってきて、安ければ上がると思うんですけれども、今回その２

２０円、通常のバス料金に決定されておりますけれども、この利用意向
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については、料金も加味されてこの点数をアンケートとして採ったのか、

それとも料金は全く加味せずに、バスがあったら利用しますかというこ

とでお伺いしたのかということを、ちょっとお伺いしたいと思います。

鈴木課長  当初のアンケートでは、民間と同程度という前提で、新たにバス路線

が設定された場合に利用しますかという形で聞いてございます。その後、

今回２２０円という形でまずはスタートは進めたいという形で、今御提

示させていただいておりますが、その後の３ルート候補案ができて、１

３地域、ワークショップで回って、その中で料金についてもいろいろ聞

いてございまして、安ければ乗るよ、あるいは１００円の方が払いやす

いとか、そうした声もいただいたんですが、一方で、ＩＣカードがあれ

ば、民間と同等の料金設定でもこれ全然いいんじゃないのという声もい

ただいてございます。その場合に収支なんかも御提示して、意見交換の

中では意見をいただいてございますので、その様々いただいている中で、

区としてはまずは２２０円でスタートしたいというところで、今回お示

ししているところでございます。 

米澤委員  ありがとうございます。 

寺田会長  よろしいでしょうか。ほか、ございますでしょうか。 

小 泉 委 員

(代理藤本氏)

 東京運輸支局の代理で参りました藤本と申します。 

 参考の部分のところの御質問で恐縮なんですけれども、今後、運行が

されてから、判断基準の話で、３年目の運行実績に基づいて本格導入は

見直しを判断というところではあるんですけれども、この見直し、廃止

を含むとあるんですけれども、例えばダイヤの変更だとかルートの変更

だとか、車両の変更だとかいろいろあると思うんですけれども、裏を返

すと３年間は同じ内容でずっと運行を続けて、見直しの機会がないのか、

それとも途中、途中でも成績に応じて柔軟に変えていくのかというとこ

ろが１つ。見直しの仕方の今後のお考えのところをお教えください。 

 あとはもう１点、利用者連絡会というのを設置されるとここに記載い

ただいているんですけれども、これ、利用促進に向けてということなの

で、どういったことをやられるのか、ちょっとイメージが分からなかっ

たので。単純な素朴な疑問として、どういったものなのか教えていただ

ければ。 

鈴木課長  はい。３年間は全くこの今御提示した形で変えないということではな

くて、やはり検証しながら、アンケートも取りながら、場合によっては

例えば運賃をもうちょっと安くするとか、あるいは運行時間帯、朝の時
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間帯、結果的に運行経費を抑えるために、昼間の時間帯の利用が少なけ

ればそこの時間帯をもうちょっと少なくするとかですね。ルートについ

ては大分ちょっとこう検証を重ねてきましたので、ただ利用実態あるい

は利用アンケート等から、ここも通れないかというところがあれば、そ

の３年間で可能かどうかというのはありますが、そうしたところは排除

せずに３年間で適宜検証・見直しをかけながらというところでございま

す。 

 その令和６年度の実績を踏まえて、そこで大きな判断をしていきたい

というところになろうかと思います。変更をかけながら本格導入してい

くとか、もう廃止していくとか、そうしたところを６年度の実績で大き

い判断をしていきたいというところでございます。 

 それから、連絡会については、御指摘のとおり、やはり利用促進とい

うところが大きいんですが、そのイメージ的なところは、定期的にその

今の利用状況ですとかそういうことを御説明しながら、アンケートは別

途利用者さんに取っていくんですが、その場でもやはり地域の方の声と

して、こうした変更をかけたらどうだとか、こうしたことは考えられな

いかとか、こうした何か地域の商店街にイベントに合わせてこうした取

組ができないかとか、そうした声もいただきながら、基本的には利用促

進に向けて、連絡会を立ち上げて、ちょっと取組をしていきたいという

ところのイメージでございます。 

小 泉 委 員

(代理藤本氏)

 ありがとうございました。最初質問させていただいたことについては、

細かく検討はしていきながら、最終年度はその本格実施かどうかという

大きな判断に向けてということで理解しましたので、ありがとうござい

ました。 

 利用者連絡会についても、よく分かりました。 

 それで、何か始まる前から言ってしまうのも何なのですけれども、い

ろんな地域のコミュニティバスを見ていますと、やはり判断基準になか

なか達しないところで御苦労されているところがよく見受けられますの

で、細かい検討というのは必須になってくるかなと思うんです。せっか

くこういう利用者連絡会ですとかいろいろなものを検討していただくの

で、いろんな方面、特に利用者の方のニーズと、あと、もう利用者さん

自体が、ある程度地域の住民の皆様が主体となって、使わないとなくな

ってしまうっていう意識づけというのも、非常に大事な面もあるかなと

思います。 
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 当然ニーズも全部酌み取ってやるってことは、逆に利便性がなくなっ

てしまうことにもなりかねないので、そこら辺のバランスというのは必

要になると思うんですけれども、いろんなところを巻き込んでやってい

ただければいいのかなと思いましたので。 

 感想めいたもので申し訳ないんですけれど、よろしくお願いいたしま

す。 

寺田会長  はい。ほかにございますでしょうか。お願いいたします。 

寺内副会長  ちょっと今後の評価の話と絡めて、今後の進め方をちょっとお伺いし

たいんですけれども。 

 今回、点数が一番高かった大井のルートを一番最初にやっていくとい

うことですが、荏原ルートと大崎ルート、こちらの方の検討も一応俎上

には上がっていたのと、あと、この西大井循環の可能性もまだ残ってい

ると思うんですけれども、今後、この２路線と西大井循環の検討、どう

いったような順番で進めていかれるのかというようなところを教えてい

ただけますか。 

鈴木課長  はい。試行運行開始後の併せて横並びで検討していくところについて

は、やはりまずは西大井循環区間、今回継続協議とさせていただいたと

ころを、集中的・重点的にやっていきたいというところでございます。

 荏原ルートと大崎ルートは、大井ルートの試行運行を開始して１年目、

２年目に、あるいは今回経験した関係機関との協議の中で、早めにやっ

ていかなきゃいけないところがあるかどうかという入り口のところは整

理したいと思うんですが、やはり、まずは西大井循環を継続して協議を

行って、基本的には荏原・大崎については、その大井ルートの大きい判

断が出た後にどうしていくかということになろうかと思います。 

寺内副会長  分かりました。ありがとうございます。 

 そうすると、やはり、この西大井循環をどうするかというところが、

やはりすごく大事になってくるのかなと思います。評価に関しても、こ

の西大井循環があるかないかでかなり中身が違うことになってくる。地

元の方の御意見であったり、収支に関してもかなり違ったことになった

りしてくると思いますので、その辺りをどう判断するかというのは、ち

ょっと今後考えていかなきゃいけないかなと。 

 あともう１つ、先ほど会長もおっしゃられたんですけれども、やはり

安全上の問題っていうのはすごく大事な問題ではあるんですが、もう一

方でそのコミュニティバスをプロのドライバーが運転してゆっくり走る



 -18-

ことによって、要するに周りの車が例えば抜け道みたいなことをしにく

くなるとかいうようなことも、一般的に言われております。とは言え、

私も交通関係の方も専門でやっておりますので、これはすごく大事な判

断だとは思いますが、何とかそこを乗り越えて、もちろん安全でありな

がら、西大井循環を実現したところで、恐らくきちんとした評価が始ま

るのかなと思います。恐らく今のこの路線の形で評価をされても、厳し

いことになるかなという気がしますので、ぜひとも西大井循環を実現し

ていただいて評価が始まるといったような認識が必要かなとちょっと

私、個人的には思っておりますけれども、それぐらいのことではないか

なと思いますというのが私の意見です。 

鈴木課長  はい。ありがとうございました。 

 先ほど、当初示したルート案、それからワークショップ後のルート案、

絵は小さいですが御覧いただいたように、特に大井ルートは当初はこの

循環ルートを含まない形でお示しして、地域に入っていって、やはり地

域の方からこの循環区間についてのルートを求める声が非常に高かった

というところで、ワークショップを地域の方との意見交換の場を得て、

追加をしたというところでございます。やはり安全・安心という観点は

非常に大切なところでございますので、そこを含めて、実現に向けてど

うクリアしなきゃいけないところを整理できるかっていうのは、今後し

っかりちょっとやっていきたいというところでございます。 

寺田会長  よろしいでしょうか。はい。ほかはございますでしょうか。 

 副会長もおっしゃられましたけれども、西大井循環について、まず何

というか一所懸命取り組んでいただくということは、一番肝要だと思い

ます。 

 制約条件の中でも、ちょっと言葉は乱暴ですけど、まあ割り切りとい

う次元のものもあれば、あるいは線の引き直しっていうんでしょうか。

実際この近辺でも結構やられてるかと思いますので、あるいは規制の方

ですかね。どうしても警察さんの御意向はあろうかと思いますけれども、

それから用地買収とか何か道路形状の変更を伴うようなものと、ちょっ

とその３つに分けていただいて、どういう性格の制約かということを考

えていただき、一般的にはそれが整った後での停留所が今世論としては

一番問題だと思いますので、そういうふうに整理して進めていただく必

要があるかと思います。 

 それから循環部分と今の西大井・大森の部分と分けてやるところ、乗
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り継ぎというんですか、別の路線みたいに捉えられることがいいのかど

うか、ちょっと分かりませんが、その辺り、分断しない形でやっていた

だくとかですね、そういうふうに進めていただくことを、強く強く希望

いたします。 

 よろしゅうございますでしょうか。はい。お願いいたします。 

米澤委員  たびたびすみません。東京バス協会、米澤でございます。 

 今回の本格導入の目安なんですけれども、よく見るとその注意書きの

中に、乗客全員が運賃２２０円を支払った場合と書いてありますけれど

も、これは、シルバーパスが使われるということで、実際はこの乗客人

数掛けることの２２０円ではなくて、一部シルバーパスで無料乗車され

る方がいらっしゃると思うんですが、そうすると意外とこの６.２５人と

いうのは、実際にお金払うのは半分か分かりませんけれども、もっと少

ないのかなと思われます。 

 そうすると、これ、感覚論なんですけれども、収支率が５０％ってい

うのが、そもそもちょっと何かほかのコミュニティバスに比べると、ち

ょっと高いような気がしていて、今言ったように、ましてやそのシルバ

ーパスを使われている分が割り引かれますので、かなりハードルが高い

ように思われますけれども、その辺はやっぱり５０％を設定したという

のは、何かしらその根拠なりがあるんでしょうか。 

鈴木課長  はい。この判断基準、収支率については、庁内でもいろいろ検討して

きまして、この交通会議でもこれまでの検討経緯の中で御説明してきた

んですが、やはり当初はまず試算をして、どれぐらいの沿線人口ですと

か、そうしたところから、なかなか乗車率っていうのは、これを使えっ

ていうのは当然ないわけでして、ある意味やってみないと分からないと

ころがあるんです。そうしたところからでも、やはり試算をして、一定

程度このルートであればこのぐらいの乗車を見込めるんではないかとい

うところで試算をして、それぐらいの数字を線を引いて判断をしたと。

 先ほど副会長の方からありましたけれども、今回、循環ルートも含め

た形で当初試算をしてきたところもあって、それが取れた形でその線の

引き方が妥当かどうかっていうのは、これ、試行運行をしながら検証し

ていかなきゃいけないんですが、あとそのシルバーパスあるいは障害者

割引、あとは子供の半額部分含めて、この辺は基本的には、最終的には、

福祉施策ですとか高齢者施策という観点で、その部分の金額は区の方で

負担していくと考えています。ある意味、その収支率の判断には入れな
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いというようなことも、今、考えてございますので、それは試行運行の

状況の中で、検討の中で、ちょっとしっかり見定めていきたいというと

ころでございます。 

 基本的には、福祉施策、高齢者施策、あるいは例えば子育て世帯の施

策として、その部分、割引分については、その判断基準からは除くとい

うところで、今のところは考えているというところでございます。 

米澤委員  はい。ありがとうございます。 

寺田会長  よろしゅうございますでしょうか。はい。 

 今回、定期券を設けないということなので、ちょっとその分が普通の

バスと違いますけど、平均収入の相場はお持ちだと思うので、そういう

のを伺って何か研究される必要があるかなと思います。 

 よろしいでしょうか。あと今滝王子通りを走っている東急バスの特に

上りが直前に走るのか、直後に走るのかに依って、かなり大きく左右さ

れてしまうので、ちょっといろんな状況を考えて収支率を精査される必

要はあるかなとは思います。 

 よろしいでしょうか。それでは、一通り御意見をいただいたというこ

とで、ここまでさせていただきます。 

 それでは、運行計画について、これで合意を得られたものと見なして

よろしゅうございますでしょうか。合意の対象は、試行運行の西大井駅

から大森駅北口のところになります。 

（「異議なし」の声あり） 

寺田会長  はい。ありがとうございます。それでは、じゃあお認めいただいたと

いうことで、地域公共交通会議としてのお認めで、幾つか便宜を受けら

れるということになるかと思います。 

 それでは３つ目の議題、コミュニティバスの愛称の募集と今後の予定

について、事務局から御説明お願いいたします。 

鈴木課長  はい。ただいまの協議事項ありがとうございます。 

 それでは最後になりますが、資料３、Ａ４一枚の資料でございますが、

愛称の募集と今後の予定というところでございます。 

 コミュニティバス、区民、利用者に愛着を持って御利用をいただくと

いうところで、今後のＰＲのためにも愛称を募集を考えてございます。

募集概要については記載のとおりでございますが、年明け１月１１日、

『広報しながわ』に掲載をし、記載の期間、愛称募集を考えてございま

す。 
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 それから、選定の方法につきましては、応募作品の中から、こちらも

愛称検討会ということを立ち上げまして、検討会は庁内の部長級それか

ら今現在、当会議に御出席いただいております町会長様にお声がけ、こ

れは今、まさに検討を進めてございますので、その辺の御相談は年明け

にでもさせていただければと思います。基本的には、選定基準としては

記載のとおりでございますが、親しみを持って覚えやすいというところ

で、今考えてございます。 

 それから最後になりますが、今後の予定でございます。年明け早々か

ら認可申請をさせていただきまして、併せて並行して、バス停留所等の

整備、今御説明した愛称の募集等を行っていきたいというところでござ

います。 

 それから先ほどの協議内容にもございましたが、３月２８日の試行運

行開始、当日はオープニングセレモニーも考えてございますが、３月２

８日の試行運行を目指していきたいというところでございます。 

 それから令和４年度になりますが、試行運行が開始されて、この当会

議、しばらく閉会ということではございませんで、来年度も地域公共交

通会議、運行状況の御報告等々も、あるいは継続協議の部分も含めて、

継続して来年度も地域公共交通会議を開催させていただきたいというと

ころでございます。 

 説明は以上でございます。 

寺田会長  ありがとうございます。 

 それでは、ただいま、資料３につきまして、質問・御意見ありました

らお願いいたします。 

寺内副会長  大変大事なことだと思いますので、ぜひいい名前になるといいなと思

っています。これは確認になりますけれども、区全体のコミュニティバ

スの共通愛称ということですよね。あとそれから、例えばボディーのカ

ラーとか、何かマークとか、そういうようなものというのは、何かお考

えとかがありますでしょうか。 

鈴木課長  はい。愛称につきましては、これから募集をかけて上がってきたその

愛称が、本当に地域をイメージする愛称ってことになりますと、そこの

大井ルートに合わせた愛称ということになると思うんですが、基本的に

は品川区全体、一発目になりますが、全体のコミュニティバスを総称し

たイメージというところで考えているところでございます。 

 それから、バスの車体のデザインですが、３月末の試行開始は東急さ
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んのバスをお借りしてというところなので、愛称を掲示しながら、今は

品川区の方でシティープロモーションのロゴがございますので、そうし

たところを使いながら、まずは暫定的にラッピングさせていただいて、

その後８月の購入のバスには、ちょっとデザインをいろいろ考えて、そ

れを地域の方に、地域の小学校の方ですとか、そうしたところに提示し

て、決めていただくような形が取れないかというところは、今考えてい

るところでございます。 

寺田会長  よろしゅうございますでしょうか。 

加藤委員  このコミュニティバスの利用者というか、やっぱり私はこのコミュニ

ティバスを利用する人っていうのは、安い方がいいんじゃないかと、で

きるだけ安くするっていう方法を何か考えていただきたい。１００円で

乗れるって、そういうようなバスの方が、本当にコミュニティバスにな

るんじゃないかなと、いろいろお話聞いていてそんな気がしましたので。

すいません。 

鈴木課長  はい。運賃の設定は非常に大きなところでして、ワークショップの中

でも様々御意見いただいて、庁内の中でもいろいろ検討をちょっとして

きたんですが、安くなると利用が上がる、で、高いと収入は入ってくる

わけで、収支率には反映していくというところで、安くなるメリットと

そのまんまの設定、民間バスとの同額の運賃設定っていうの、いろいろ

検討はしたんですが、まずは試行運行開始の段階では、一部民間バス路

線とも競合しているところもございますので、まずは２２０円でスター

トをしていきたいというところでございます。 

 これは、試行運行実施後に運賃を含めて、いろいろアンケートも取り

ながら、検証の中で、どういう設定がいいかというのは、引き続き検討

していきたいと思います。 

 御意見として賜りました。ありがとうございます。 

寺田会長  はい。ありがとうございます。 

 それでは、ほかの御質問を含めまして、その他ということで、連絡事

項とかこの場を借りて何かお伝えしたいことなどある方いらっしゃいま

したら、その点を含めてお願いいたします。せっかくお集まりいただい

ている機会ですので。直接関係ないお話でも何かありましたらどうぞ。

 はい。お願いいたします。 

庄田委員  障害者七団体協議会の会長をしております庄田です。 

 私は初めて参加させていただいたんですが、検討はされているかとは



 -23-

思うんですが、循環ルートの部分で、西大井本通り、私、自宅が今度近

くなったこともあって、よく運転して通ります。そうすると、西大井本

通りの電柱に、たくさんの傷がついています。それはほかの街、例えば

滝王子通りの電柱には傷が大変少ないかと思いますが、西大井本通りの

特にコーナーについている電柱には、ほとんどたくさんの傷がついてい

ます。それはちょっと異常なぐらいついていると思います。 

 ということからすると、ぎりぎりのときに多分大きな車が擦ったんだ

と思います。それは例えばそこの電柱のそばに、車椅子や電動車椅子が

走っていたとすると危険かなとも思われます。 

 ただ、電柱の場合、例えば戸越銀座通りには、１本も電柱がありませ

ん。この西大井本通りを例えば電柱をやめて、地中に電線・ガスライン

とかを埋めた場合、白線の引き直しがある程度できるのかなとちょっと

戸越銀座通りと比べたら、ちょっとひどいんですけれども、そういう発

想は今のところ、あるのかどうかという点。 

 あと、委員の中に東京電力さんが入ってらっしゃらないように思いま

すので、特に西大井本通りは私の車はハイエースクラスのサイズですけ

れど、それで走っていてもかなり気を遣う、そこに行くと緊張するって

いうところですので、そういう白線を引き直すことはできないっていう

ふうに先に考えるよりは、少し時間をかけて、電柱を少し移動させるま

たは地中に埋めるっていうのも検討課題になっていいのではないかなと

ちょっと思いました。 

 ただ、今ある電柱は、電柱があると家の側に車椅子なんかを入れて、

電柱で逃げる、逆に電柱分で車椅子の幅が逃げられる分がある。ただ、

その電柱をこう越えるときには、非常に危険なんですね。それも含めて、

どういうのがいいか、検討いただけるといいかと思います。 

 どうも失礼しました。 

鈴木課長  はい。ありがとうございます。 

 電柱については、やはり今、御紹介いただいたように、歩行空間上あ

るいは車椅子等々の移動の関係上、で、状況によっては景観上ですとか、

区としても電柱を無電柱化にしていくっていうのは、計画をつくって優

先的にやっていくところを取り決めて、今、まさに取組を進めていると

ころなんです。 

 今回、コミュニティバスに合わせてこの西大井本通りの電柱を無電柱

化にするかというのは、検討当初あるいは検討の段階でそうした議論と
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いうのは、基本的にはしてないというのが現状です。ただ、先ほど、無

電柱化をして道路空間としての確保はより取れるということですが、な

かなかやはり電柱がないところでも、現状、西大井本通りが狭いことも

あり、無電柱化して、白線の引き直しが必要ないということは、基本的

にはないと。やはりもっと違う方向で、ちょっとアプローチを検討して

いかなきゃいけないというところと、それから、これからさらに検討を

進めていく中で、やはり部分的な電柱については、状況によっては移設

をして、より走行環境を確保していくというところは、検討としてはこ

れまでもしていますし、この循環ルートを進めていくための電柱の移設

っていうのは、手法の１つとして検討していかなきゃいけないという認

識でございます。 

寺田会長  重要な点、ありがとうございます。 

 杉並区でしたか、コミュニティバスとは呼んでいないかもしれません

が、電柱の移設でバスを通したところ、ものすごい利用があったケース

もあるかと思いますので、移設はお金がかかって大変ですけれども、ど

うしてもというときの一つの手段かとは思います。 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、その他もおしまいで、そうしますと、本日予定しておりま

した件、ここまででよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、第３回品川区地域公共交通会議を閉会とさせていただきま

す。本日はお忙しい中、大変ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


